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一般財団法人札幌市住宅管理公社工事等施行要領 

 

昭和５２年１１月１８日 

制 定 

改正  平成 ８年 ４月 １日  平成 ９年 ４月 １日 

平成１２年 ４月 １日  平成１５年 ７月 １日 

平成１８年 ４月 １日  平成２５年 ３月２７日 

                平成２９年 ５月３１日  平成３０年 ３月２２日 

                令和 ７年 ５月 １日  令和 ７年１２月１６日 

題名・・・改正  平成２５年 ３月２７日 

 

   第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この要領は、一般財団法人札幌市住宅管理公社（以下「公社」という。）の工事

等の施行及び事務処理に関し、別に定めがある場合を除き、基本的な事項を定めること

により、工事等の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 工事   設計金額が４００万円を超える工事をいう。 

⑵ 測量業務   測量の委託業務をいう。 

⑶ 設計等   工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量業務をいう。 

⑷ 保守管理業務   施設及び設備の保守、点検及び管理の委託業務をいう。 

⑸ 工事等   工事、設計等及び保守管理業務をいう。 

⑹ 工事等担当部長   保全部長をいう。 

⑺ 他の部長等   工事等担当部長以外の部長（担当部長を含む。）をいう。 

⑻ 契約担当部長   総務部長をいう。 

（施行部長） 

第３条 工事等は、工事等担当部長が施行するものとする。 

（工事等の施行の依頼） 

第４条 他の部長等は、工事等の施行を工事等担当部長に依頼しなければならない。 

（請負工事標準単価表の作成） 

第５条 工事等担当部長は、毎年度、請負工事標準単価表を作成し、理事長の決裁を得て

決定するものとする。 

 

第２章 請負工事 

第１節 設計図書 

（設計図書の作成） 

第６条 工事等担当部長は、第１１条の施行伺の起案のときまでに、請負により施行する

工事（以下この章において単に「工事」という。）の設計図書を作成しておかなければな



－152－ 

らない。ただし、特別の事情を要するものにあっては、設計図書の一部若しくは全部を

省略することができる。 

（設計担当者の指名） 

第７条 工事等担当部長は、工事ごとに所属職員のうちから設計担当者を指名するものと

する。 

２ 設計担当者は、上司の命を受け、工事の設計図書の作成を担任する。 

（設計図書の構成） 

第８条 工事の設計図書は、次の各号に掲げる書面をもって構成する。ただし、設計図面

については、工事の種類、規模等により作成する必要がないと工事等担当部長が認める

ときは、作成しないことができる。 

⑴ 設計内訳書   設計説明、工種別単価等必要な事項を記載して、作成するものと

する。 

⑵ 仕様書   工事施行のため、必要な事項をすべて記載して、作成するものとする。 

⑶ 設計図面   工事施行のため、必要な要件をすべて明示するように、作成するも

のとする。 

２ 前項の規定は、設計変更を行う場合に準用する。 

（設計図書作成の際の留意事項） 

第９条 設計図書の作成にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。 

⑴ 単価については、請負工事標準単価表に定める基準によること。ただし、測量業務、  

工事に係る設計、監理及び保守管理業務を委託する場合における単価及び歩掛は、別

に定める。 

⑵ 材料の規格については、特別の事由がある場合を除き、日本産業規格によること。 

⑶ 材料を支給する場合及び物品が生じる場合は、その旨を明示すること。 

⑷ 工事材料で検査を要するものについては、その旨を明示すること。 

⑸ 検査を要しない工事材料又は製造工場等にある工場製品で、部分払の対象とするも

のについては、その旨を明示すること。 

⑹ 工事に要する日数を明確にし、なお必要がある場合は、着手年月日及びしゅん功年

月日を明確にすること。 

（設計図書の審査） 

第１０条 工事等担当部長は、作成した工事の設計図書の積算内容を確認するため必要と

判断したときは、その所属職員のうち当該設計図書の作成に携わった設計担当者以外

の職員を審査員に指名し、当該設計図書の審査を行わせることができる。 

 

第２節 施 行 

（施行伺） 

第１１条 工事の施行に関する決裁は、施行伺により受けなければならない。 

（契約事務の依頼） 

第１２条 工事等担当部長は、施行伺の決裁が終了したときは、契約担当部長に当該施行

伺その他契約締結に必要な書類を送付し、工事の契約に関する事務を依頼しなければ

ならない。 
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（設計金額の閲覧の制限） 

第１３条 施行伺（添付書類を含む。）並びに設計金額及びその内訳を記載した帳簿等の

書類は、厳秘に付し、直接関係する職員以外の者に閲覧させてはならない。 

（工事工程表の検討） 

第１４条 工事等担当部長は、契約が成立し、請負人から工事工程表及び技術者等の指定

に係る通知書が提出されたときは、契約書（理事長が別に定める約款を含む。以下同じ。）

及び設計図書に基づきその内容を検討したうえ、これらを契約担当部長に送付しなけれ

ばならない。 

（工事担当者の指名） 

第１５条 工事等担当部長は、工事ごとに所属職員のうちから工事担当者を指名するもの

とする。 

２ 工事担当者は、上司の命を受け、現場監督その他工事の施行に関する事項を担任し、

契約書に定める監督員としての権限を行使するとともに、当該工事がしゅん功したとき

は、第２８条の２に定めるところにより請負工事成績を評定しなければならない。 

（工事担当者の遵守事項） 

第１６条 工事担当者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

⑴ 契約書、設計図書等に基づき、工事の施行に立ち会い、工程を管理し、工事の施行

状況を検査し、及び請負人、現場代理人等に対し必要な指示を行うことにより、工事

を期限までに完成させること。 

⑵ 関連する工事について工程等の調査を行い、必要な調整を行うこと。 

⑶ 水中または地中に埋設する工事その他しゅん功後に外部から確認することが困難な

工事で、設計図書において立会いのうえ施行することを指定したものについては、立

会いのうえこれを施行させること。 

⑷ 設計図書において検査を行って使用することを指定した材料については、検査に合

格したもの以外のものは使用させないこと。 

⑸ 設計図書において立会いのうえ調合し、又は調合後に見本検査を行うことを指定し

た工事材料については、立会いを行ったもの又は見本検査に合格したもの以外のもの

は使用させないこと。 

⑹ 工事材料で、検査の結果、不合格となったものについては、遅滞なく工事現場から

搬出させること。 

⑺ 設計図書に適合しない個所があるときは、改造、補修等を請負人に行わせる等適切

な措置を講じること。 

⑻ 設計図書に詳細な記載がない事項については、工事の施行のために必要な詳細図等

を作成し、又は請負人に作成させることにより、工事の性質上必要なものはすべて施

行させること。 

⑼ 設計図書と工事現場の状況が異なるとき、施行条件が実際と一致しないとき、その

他工事の施行について予想し得なかった特別な事態が生じたときは、直ちに必要な調

査を行い、上司の指示に従って適切な措置を講じること。 

⑽ 災害防止等のため必要があると認めるときは、適切な措置を講じること。 

⑾ 工事の施行上必要な立会い、指示、検査その他工事担当者のなすべき事項について



－154－ 

は、直ちにこれを行い、工事の進行に支障のないようにすること。 

⑿ その他上司の指示すること。 

（着手） 

第１７条 工事等担当部長は、請負人から着手届が提出されたときは、直ちに工事の着手

を確認して当該着手届にその旨を記入し、これを契約担当部長に送付しなければならな

い。ただし、理事長が特に認めた場合は省略することができる。 

（工事日誌等） 

第１８条 工事等担当部長は、工事に関する事項を明らかにするため、工事日誌及び工事

材料等受払簿を備え、これを工事担当者に整理させるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事日誌の備付けについては、請負人から工事日報等又は

工事月報等を提出させ、これらを工事担当者に確認させることをもって代えることがで

きる。  

（設計変更等の報告） 

第１９条 工事担当者は、工事の施行に当たり、次の各号の一に該当する場合は、直ちに

その事実を記載した措置必要事項報告書により上司に報告し、その措置について指示を

受けなければならない。 

⑴ 設計図書と実地とを調査し、疑義が生じたとき。 

⑵ 請負人が契約を履行せず、又は履行する見込みがないとき。 

⑶ 請負人が指示に従わず、又は不正行為を行い、若しくは行うおそれがあるとき。 

⑷ 工事の目的物、契約の当事者又は第三者に損害が発生したとき。 

⑸ その他工程、工法、工期等を変更する必要があると認められるとき。 

２ 工事等担当部長は、前項の規定による報告を受けた場合において、同項各号の一に該

当すると認めたときは、契約担当部長にその旨を通知しなければならない。 

（設計変更等による施行） 

第２０条 工事担当者は、工事の施行中において、設計変更、工期変更その他契約書又は

施行伺をもって定めた事項の変更を行う場合にあっては、契約内容の変更の手続を終え

た後でなければ、請負人に施行させることができない。この場合において、設計変更の

必要が生じたもののうち、急施を要するもの又はその変更が軽易なものについては、別

に定めるところにより処理するものとする。 

（設計変更の手続） 

第２１条 設計変更に関する決裁は、設計変更伺により受けなければならない。 

２ 設計変更伺には、設計変更書を添付するものとする。この場合において、設計変更書

の作成については、第８条及び第９条の規定を準用する。 

（しゅん功） 

第２２条 工事等担当部長は、請負人からしゅん功届が提出されたときは、直ちに工事の

しゅん功を確認して当該しゅん功届にその旨を記入し、契約担当部長に送付しなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設計金額が１件４００万円以下の請負等による工事につい

ては、しゅん功届の提出を省略し、請負人から完了確認書を提出させることができる。

ただし、この場合において設計金額が１００万円以上の請負等による工事については、
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写真等その完了が確認できる書類を添付させるものとする。 

第３節 検査及び立会い 

（検査員の指名等） 

第２３条 工事等担当部長は、工事の検査ごとに所属職員のうちから検査員を指名するも

のとする。 

２ 検査員は、上司の命を受け、当該工事の検査を担任する。 

（検査の種類） 

第２４条 工事に係る検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める場

合に行うものとする。 

⑴ しゅん功検査   工事がしゅん功（部分しゅん功を含む。）をした場合 

⑵ 打切検査   工事を打ち切った場合 

⑶ 部分検査   工事のしゅん功前において、その既成部分の検査を必要とする場合 

⑷ 臨時検査   前３号に定める場合を除くほか、臨時の検査を必要とする場合 

⑸ 手直検査   前各号の検査の結果に基づき要求した手直工事が完了した場合 

（検査の方法） 

第２５条 検査は、工事担当者及び請負人が立会いのうえ、設計図書、契約書その他関係

書類に基づき、厳正公平に行わなければならない。 

（検査員の権限） 

第２６条 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、工事担当者及び請負人に対

し、工事の目的物の一部の破壊その他の処理を要求し、又は工事に関する説明を求める

ことができる。 

（検査が困難な場合等の報告） 

第２７条 検査員は、書類の不備等の事由により検査を行うことが困難なとき、その他検

査を行うに当たり必要があると認めるときは、工事等担当部長にその旨を報告して指示

を受けなければならない。 

（工事の検査報告書等） 

第２８条 検査員は、工事の検査を終了したときは、検査報告書を工事等担当部長に提出

しなければならない。この場合において、検査員は、当該検査がしゅん功検査又は手直

検査であるときは、次条に定めるところにより請負工事成績を評定しなければならない。 

２ 工事等担当部長は、前項の規定により検査員から検査報告書が提出されたときは、こ

れを審査し、契約担当部長に送付しなければならない。この場合において、当該工事に

ついてかしの補修等の必要があると認めたときは、当該検査報告書にその旨を明記しな

ければならない。 

３ 契約担当部長は、前項の規定によりかしの補修等の必要がある旨を明記された検査報

告書の送付を受けたときは、工事等担当部長に必要な措置を講じることを求めなければ

ならない。 

４ 工事等担当部長は、前項の規定により必要な措置を講じることを求められたときは、

直ちにかしの補修等の必要性、方法等を検討し、かしの補修等を請負人に行わせるなど

必要な措置を講じなければならない。 

５ 工事等担当部長は、前項の規定により講じた措置の経過等を第３項の規定により送付
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を受けた検査報告書に記載し、契約担当部長にこれを送付しなければならない。 

（評定方法） 

第２８条の２ 評定は、次の各号の区分により、工事ごとに厳正公平に行わなければなら

ない。 

⑴ 設計金額が１,０００万円以上の工事 

    工事成績採点基準表（別記様式。以下「採点基準表」という。）により、工事担当者

及び検査員（以下「評定者」という。）が評定を行うものとする。 

⑵ 前号以外の工事 

工事等担当部長が別に定める方式により、評定を行うものとする。 

（評定基準） 

第２８条の３ 前条第１号の評定方法における評定要素及び評定基準については、別表に

よるものとする。 

（採点基準表の提出） 

第２８条の４ 第２８条の２第１号に規定する工事について、評定者が評定を行ったとき

は、速やかに採点基準表を作成し、検査報告書とともに工事等担当部長を経由して、契

約担当部長に提出するものとする。 

 

第４節 完  了 

（完了） 

第２９条 契約担当部長は、しゅん功検査若しくは打切検査又はこれらの検査に伴う手直

検査の検査報告書に基づき、工事の完了を確認する。 

（受渡し） 

第３０条 契約担当部長は、工事の完了を確認したときは、遅滞なく受渡書により工事の

目的物の受渡しを行わなければならない。 

２ 契約担当部長は、前項の受渡しをしたときは、直ちにその旨を工事等担当部長に通知

するものとする。 

３ 契約担当部長は、前項の規定による受渡しの通知後、速やかに工事関係書類を工事等

担当部長に引き継がなければならない。ただし、請負人に跡請保証及び手なおし工事の

誓約をさせた場合は、当該誓約により生ずる義務の履行後に引き継ぐものとする。 

 

第３章 設計等及び保守管理業務 

（業務担当者の指名） 

第３１条 工事等担当部長は、設計等及び保守管理業務（以下この章において単に「業務

委託」という。）の施行のため、業務委託ごとに所属職員のうちから業務担当者を指名す

るものとする。 

２ 業務担当者は、上司の命を受け、業務委託の設計図書の作成並びに業務委託に関する

連絡及び調整に係る事項を担任し、契約書に定める担当職員としての権限を行使すると

ともに、当該業務委託が完了したときは、第２８条の２第２号の規定を準用し、業務委

託成績を評定しなければならない。 

（業務担当者の遵守事項） 



－157－ 

第３２条 業務担当者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

⑴ 契約書、設計図書等に基づき、業務委託の施行に立ち会い、業務日程を管理し、業

務委託の施行状況を確認し、及び受託者に対し必要な指示を行うことにより、業務委

託を期限までに完了させること。 

⑵ 関連する業務委託について工程等の調査を行い、必要な調整を行うこと。 

⑶ 設計図書において立会いのうえ施行することを指定した業務委託については、立会

いのうえこれを施行させること。  

⑷ 設計図書に適合しない個所があるときは、修正等適切な措置を講じること。 

⑸ 設計図書に詳細な記載がない事項については、受託者に対し必要な説明を行うこと

等により、業務委託の性質上必要なものはすべて施行させること。 

⑹ 施行条件が実際と一致しないとき、その業務委託の施行について予想し得なかった

特別な事態が生じたときは、直ちに必要な調査を行い、上司の指示に従って適切な措

置を講じること。 

⑺ 業務委託の施行上必要な立会い、指示、確認その他業務担当者のなすべき事項につ

いては、直ちにこれを行い、業務委託の進行に支障のないようにすること。 

⑻ その他上司の指示すること。 

（完了） 

第３３条 工事等担当部長は、受託者から完了届が提出されたときは、直ちに業務委託の

完了を確認して当該完了届にその旨を記入し、これを契約担当部長に送付しなければな

らない。 

（検査員の指名等） 

第３４条 工事等担当部長は、業務委託の検査ごとに所属職員のうちから検査員を指名す

るものとする。 

２ 検査員は、上司の命を受け、当該業務委託の検査を担任する。 

（業務委託の検査報告書等） 

第３５条 検査員は、業務委託の検査を終了したときは、検査報告書を工事等担当部長に

提出しなければならない。この場合において、検査員は、当該検査が完了検査又は手直

検査であるときは、第２８条の２第２号の規定を準用し、業務委託成績を評定しなけれ

ばならない。 

２ 工事等担当部長は、前項の規定により検査員から検査報告書が提出されたときは、こ

れを審査し、契約担当部長に送付しなければならない。この場合において、当該業務委

託について手直し等の必要があると認めたときは、当該検査報告書にその旨を明記しな

ければならない。 

３ 契約担当部長は、前項の規定により手直し等の必要がある旨を明記された検査報告書

の送付を受けたときは、工事等担当部長に必要な措置を講じることを求めなければなら

ない。 

４ 工事等担当部長は、前項の規定により必要な措置を講じることを求められたときは、

直ちに手直し等の必要性、方法等を検討し、手直し等を受託者に行わせるなど必要な措

置を講じなければならない。 

５ 工事等担当部長は、前項の規定により講じた措置の経過等を第３項の規定により送付
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を受けた検査報告書記載し、契約担当部長にこれを送付しなければならない。 

（準用） 

第３６条 第３１条から前条までに定めるものを除くほか、業務委託の施行等については、

第６条、第８条、第９条（第１号及び第５号を除く。）、第１１条から第１４条まで、第

１７条から第２１条まで、第２４条から第２７条まで、第２９条及び第３０条（第３項

ただし書を除く。）の規定を準用する。 

この場合において、これらの規定中「請負人」とあるのは「受託者」と、「工事担当者」

とあるのは「業務担当者」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

 

第６条 

第１１条 第３６条において準用する第

１１条 

請負により施行する工事（以

下この章において単に「工事」

という。） 

業務委託 

第８条第１項第１号 工種別単価等 業種別単価等 

第９条第４号 工事材料 業務委託の材料 

第９条第６号 しゅん功年月日 完了年月日 

第１４条 工事工程表及び技術者等の指

定に係る通知書 

業務日程表及び技術者等の指

定に係る通知書 

第１８条第１項 工事日誌 業務日誌 

 

第１８条第２項 

 

工事日誌 業務日誌 

工事日報等 業務日報等 

工事月報等 業務月報等 

第１９条第１項第５号 工程、工法、工期等 日程等 

第２０条 工期変更 日程変更 

第２１条第２項 第８条及び第９号 
第８条及び第９号（第１号及び

第５号を除く。） 

 

第２４条第１号 

 

しゅん功検査 完了検査 

しゅん功（部分しゅん功を含

む。） 

完了（部分完了を含む。） 

第２４条第３号 しゅん功前 完了前 

第２４条第５号 手直工事 手直業務 

第２９条 しゅん功検査 完了検査 

第３０条第１項 受渡書 受渡書（保守管理業務を除く。） 

第３０条第３項 工事関係書類 業務委託関係書類 

 

 （事務処理の特例） 

第３７条 この要領により難い特別の事情があるときは、その都度理事長が定めるところ



－159－ 

により、別段の処理をするものとする。 

附 則 

１ この要領は、昭和５２年１１月１８日から施行し、昭和５２年１０月２７日から適用

する。 

附 則 

１ この要領は、平成 ８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成 ９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成１５年 ７月 １日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２９年 ６月 １日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和 ７年 ５月 ８日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和 ８年 ４月 １日から施行する。 

 


